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２．環境修復シナリオのロードマップ

(1)廃棄物対策技術の適用性

不法投棄廃棄物に対する対策工法は、一般に、①掘削･撤去工法、②覆土工法、③原位置封

じ込め工法、④原位置処理工法等があるが、当該地における廃棄物対策技術は、

ケースａ：揚水＋水処理（現工法の継続：地下水制御による汚染拡散防止）

ケースｂ：一部掘削処理（汚染源となる高濃度の廃棄物の掘削除去）

ケースｃ：不溶化・固化（不溶化・固化により 1,4-ジオキサンや VOC の溶出を抑える）

ケースｄ：原位置浄化（原位置浄化により 1,4-ジオキサンや VOC の濃度を低減させる）

ケースｅ：全量掘削処理（廃棄物の全量掘削撤去）

の 5 つの工法が考えられる。

1)ケースａ：揚水＋水処理（現工法の継続：地下水制御による汚染拡散防止）

ケースａは遮水壁内の既設井戸を利用して地下水を揚水し、遮水壁内の地下水位を周辺の

地下水より低く制御して汚染地下水の外部への拡散防止を図り、汚染源とならないようにす

るもので、現工法を継続的に行っていくケースである。揚水された汚染水は既設水処理設備

で処理する。

本ケースは現工法の継続実施であるため、対策工の確実性があり、既設の揚水設備や水処

理施設がそのまま利用できるので短期的には多大な財政負担を伴わないが、中間目標の汚染

源とならないためには、廃棄物の浄化ができないので揚水と水処理を半永久的に実施してい

く必要がある。

2)ケースｂ：一部掘削処理（汚染源となる高濃度の廃棄物の掘削除去）

ケースｂは遮水壁内の 1,4-ジオキサン高濃度域廃棄物をライナープレート工法等により

部分的に掘削し、廃棄物層の汚染ポテンシャルを低下させて汚染源にならないようにするも

のである。しかし、残留した廃棄物内には埋立判定基準を超過した VOC を含む廃棄物があ

り、汚染源としないためにはケースａの揚水＋水処理を併用し継続的に行っていく必要があ

る。

3)ケースｃ：不溶化＋固化処理

ケースｃは遮水壁内の廃棄物から汚染物質が溶出しないように、セメント等を混合させて

不溶化・固化させて汚染源にならないようにするものである。しかし、これまでの大口径井

戸掘削工事の際に廃棄物層は不均質であることが分かっており、全領域を不溶化・固化によ

り汚染物質の溶出を抑止することは確実性が低いと考えられる。また、汚染物質の溶出が認

められたときには、ケースａの揚水＋水処理を併用し継続的に行っていく必要がある。
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4)ケースｄ：原位置浄化

ケースｄは遮水壁内の廃棄物内に酸化剤等を低圧注入または機械混合攪拌して 1,4-ジオ

キサンや VOC を分解・浄化して汚染源にならないようにするものである。しかし、廃棄物

層はこれまでの大口径井戸掘削工事により、不均質であり、有機質が含まれていることが分

かっており、全領域を均質に分解することは確実性が低いと考えられる。また、汚染土壌に

対しては施工実績があるが、廃棄物層については原位置浄化の実績はない。

5)ケースｅ：全量掘削処理

ケースｅは遮水壁内の廃棄物を全量掘削して汚染源を撤去するもので、高濃度の 1,4-ジオ

キサンや VOC を含む廃棄物が全量撤去されるので、汚染源とならない中間目標は確実に達

成できる。しかし、掘削した廃棄物の処理処分コストが多大となること、悪臭防止対策とし

て周辺環境や作業環境対策（簡易テントや集塵機の設置等）を施す必要があること等のマイ

ナス面がある。

以上、これらのケースのうち、ケースｃの不溶化・固化工法とケースｄの原位置処理工法

は、廃棄物への浄化の実績がなく、これまでの揚水循環浄化における廃棄物への有害物質の

残留状況から、廃棄物層が不均質であり全領域を対策することが困難であることや、対策に

よるｐH 変化や使用薬剤によって新たな汚染物質の溶出による二次汚染が懸念され、汚染対策

技術として当該地へ適用することはできないと考えられる。

よって、環境修復のロードマップでは、廃棄物対策工として当該地において適用可能な次

の 3 ケースについて検討する。

ケースａ：揚水＋水処理（現工法の継続：地下水制御による汚染拡散防止）

ケースｂ：一部掘削処理（汚染源となる高濃度の廃棄物の掘削除去）

ケースｅ：全量掘削処理（廃棄物の全量掘削撤去）
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(2)汚染土壌・汚染地下水対策技術の適用性

汚染土壌・汚染地下水の原位置浄化工法として、1,4-ジオキサンと VOC を浄化できる対策

工としては、

ケース１：原位置抽出（有害物質を揚水して処理プラントで浄化する：揚水・通水）

ケース２：原位置分解（汚染域で酸化剤を注入して有害物質を分解する：中性域酸化分解）

の 2 つの工法が考えられる。

1)ケース１：原位置抽出（有害物質を揚水して処理プラントで浄化する：揚水浄化等）

ケース１は既設井戸を利用して汚染地下水を揚水して汚染物質を回収し、地下水を入れ替

えることで浄化を図るもので、揚水された汚染地下水は既設水処理設備で処理する。

この方法は、既設の揚水設備や水処理施設がそのまま利用できるのでコストを抑えること

ができ、土壌への吸着性の小さい 1,4-ジオキサンに対しては効果的であると考えられる。た

だし、汚染物質の回収率が低下する可能性があるので、進行管理を行って必要に応じて揚水

量の増量や揚水箇所の変更など適切に対応していく必要がある。

2)ケース２：原位置分解（汚染域で酸化剤を注入して有害物質を分解する：混合攪拌等）

ケース２は酸化剤と中性域触媒を汚染域に注入・混合して汚染物質を酸化分解させて浄化

を図るもので、注入・混合方法としては、井戸からの注入、機械式混合攪拌や高圧噴射等が

ある。この方法は酸化剤により分解させるので確実に浄化できるが、注入・混合は地表面か

らの作業となるので地上に民家や既設建物などがある場所では適用できない。また、注入工

法は酸化剤を均質浸透させるため低圧力注入となるので浸透範囲が小さくなり、注入井戸を

密に設置する必要がある。一方、機械式混合では混合攪拌により地盤が泥濘化し、第 3 帯水

層のみを浄化することはできない（第１と第 2 帯水層も一緒に攪拌され、地層構成が乱れる）。

以上のことから、当該地における 1,4-ジオキサン拡散範囲は、南側で既設水処理設備の設置

範囲や民家の付近まで到達しており、この範囲まで浄化が必要であるので、地上にある程度

スペースが必要となるケース２の酸化分解を単独で適用することはできないと考えられる。

ただし、ケース２は対策エリアにおいて制約条件があるが、酸化剤により汚染は確実に浄化

できるので、ケース１の原位置抽出（揚水浄化等）が計画とおりに進行できなかったときに

必要に応じて実施するフォローアップ対策技術の１つとして位置づけることとする。

よって、環境修復のロードマップでは、汚染土壌・汚染地下水対策技術はケース１の揚水

浄化として検討する。なお、揚水浄化は既に揚水浄化対策として水処理施設(60m3/日)が整備

されており、不法投棄地から新たに汚染物質が浸出しない状態において揚水浄化したときの

1,4-ジオキサンの汚染拡散シミュレーション結果からも有効であることが確認されている。
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